
大
豆
同
宣
ハ
回
二
十
一
日
時
司
雪
種
調
偶
倫
箇
可

2
・
随
一
回
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論
柵

人
間
愛
の
起
源
・
・
-
-

租
税
公
正
の
賓
呪
難

現
象
率
的
基
本
考
察
・

.... 

時

間

論

鵬

関
税
特
別
曾
議
に
就
て
・
・
・
・
・
・
法
皐
博
士

枇
労
働
組
合
主
義
さ
集
合
契
約
・
-

E

・
・
訟
皐
博
士

抱

眠

常

犯

金
利
f

」
物
債
ご
の
相
闘
閥
係
に
就

τ
・
経
済
学
士

欧
洲
拡
家
産
運
動
及
び
家
産
制
度
・
・
経
済
平
士

ス
ミ
ス
の
植
民
地
論
紅
一
山
仮
設
・
・
・
・
経
済
学
士

雄

碓

錦

略

生
計
調
査
よ
り
脱
た
る
租
続
賞
携
-
-
法
則
γ

士

叫涜

A
9・

重
川
宮
崎
山
品
工
業
組
合
施
行
組
則
・
崎
山
制
合
法
地
行
川
品
川

叫

剛

錦

略

本
誌
第
十
一
巻
乃
至
第
一
一
十
巻
論
題
索
引

聾

差士

-
E

法
率
博
士

文
皐
博
士

禁

韓

載

川
村
多
寅
二

神

戸

正

雄

米

国

庄

太

郎

授

河末

田鹿

嗣重

郎雄

谷

口

吉

彦

八
木
芳
之
助

長

田

三

郎

沙

見
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噂

論

閥

税

特

別

曾

議

就

て

末

庫

重

雄

支
那
政
府
の
歳
入
を
増
加
す
る
目
的
を
以
て
、
支
那
闘
税
率
の
改
正
及
び
之
に
関
聯
す
る
事
項
に
つ
き
華
府
曾

J ん ，"""'"，，，'，!\"pè'-2!1:tf.'港内向婦蜘棚燃物税制糊蛸陶蜘色付"，，~

践
に
於
て
締
結
せ
ら
れ
た
支
那

ω
閥
税
に
閲
す
る
傑
約
第
二
僚
第
二
項
に
よ
b
、
関
税
特
別
曾
議
は
岡
僚
約
賞
施

後
三
筒
月
内
に
支
那
政
府
が
指
定
す
る
時
日
正
場
蕗
正
に
於

τ開
か
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
備
支
同
国
闘
に
畿
生

し
た
繭
は
ゆ
る
金
フ
ラ
ン
問
題

ω故
を
以
て
、
遅
延
す
る
こ
官
三
年
の
久

L
き
に
及
ん

r。
然
る
ご
こ
ろ
、
同
閥

題
が
最
近
国
識
に
解
決
せ

ιれ
た
結
果
、
備
闘
は
同
僚
約
を
批
准
し
、
去
る
入
同
時
五
日
h
f
以

τ批
碓
書
全
部
の
寄

託
を
了
っ
た
か
ら
、
同
僚
約
第
十
僚
に
よ
h
放
カ
を
生
守
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
ぞ
こ
で
、
支
那
政
府
は
関
税
特
別

合
議
b
z
十
月
二
十
六
日
北
京
仁
於

τ開
催
す
る
こ
ピ
仁
決
L
、
八
月
十
八
日
を
以
て
此
旨
を
同
僚
約
署
名
闘
に
遜

.~ 

論

闘
軸
特
別
官
識
に
就

τ

第
二
十
一
巻

(
第
E
緯

五
七
』

穴
丸
E



日

i
i

時

箇

闘
枕
特
別
骨
識
に
就
て

第
二
十
コ
晋

(
第
五
貌

五
八
)

ハ
九
六

告
し
、
各
署
名
岡
仁
於
工
は
就
れ
も
之
を
廊
諒
し
た
。

曾
議
の
議
題
は
原
則
正
し

τ同
僚

関
税
特
別
曾
議
は
支
那
の
閥
枕
じ
閲
す
る
僚
約
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

約
の
規
定
す
る
事
項
に
限
る
べ
き
で
あ
る
が
、
支
那
政
府
よ
り
閥
税
自
主
穣
回
伎
を
議
題
正
す
る
ニ
ピ
に
闘
し
て

希
望
が
出
で
、
参
加
列
凶
に
於
て
は
、
関
税
問
題
に
閲
す
る
支
那
政
府
の
合
理
的
提
議
に
謝
し
て
は
、
之
を
考
量

し
且
つ
討
議
す
る
を
僻
せ
・
さ
る
旨
を
答
へ
た
か
ら
、
曾
議
は
支
那
ピ
貿
易
上
続
援
な
る
関
係
を
有
す
る
我
闘
の
賂

来
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
正
あ
る
も
の
正
な
っ
た
。
左
に
今
次
の
曾
議
の
議
題
に
つ
き
て
説
明
を
な
し
、

我
闘
の
謝
脳
集
に
つ
き
て
少
し
〈
論
じ
に
い
Z
忠
ム
。

ーー

先
づ
関
税
特
別
曾
議
の
議
題
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
き
、
支
那
の
閥
税
に
闘
す
る
僚
約
に
よ
り
て
其

(ー)の
詞大
は要
ゆを
る左
裁に
遊叙
加設
税す
賞る
行。
準
備

闘
す
る
も

の。

一
九

O
二
年
九
月
五
日
の
英
支
傑
約
、
謂
は
ゆ
る
マ
ツ
ゲ

l
傍
約
第
入
僚
に
よ
り
、
支
那
は
「
商
品
に
遊
金
其

他
の
賦
金
を
課
す
る
の
制
度
は
貨
物
の
自
由
疏
過
を
妨
げ
、
貿
易
上
の
利
盆
を
阻
肌
慨
す
る
を
認
め
片
支
那
十
入

省
並
に
束
三
省

ω各
道
蹄
鎖
道
及
び
水
路
に
於
り
る
輯
皿
金
其
他
の
賦
課
を
取
立
つ
べ
き
税
局
以
、
其
の
稲
類
の
如

，_，~ _，'，" ，.~~~ê':': 一 一 一 ， _..-.，，，"，，，，，，"，一一-='，，，-~'~』一一一一一



何
を
問
は
十
悉
C
永
久
に
之
を
底
止
し
、
支
那
に
於
て
同
傑
に
規
定
す
る
ど
こ
ろ
を
履
行
す
る
な
ら
ば
、
英
国
は

は
税
率
は
五
分
を
超
ゆ
る
こ
ご
を
得
十
ご
し
、
而
し
て
輪
出
税
の
字
額
郎
も
二
分
五
屈
の
特
別
附
加
税
を
賦
課
す

る
こ
ピ
に
同
意
し
た
。
も
つ
E
も
、
右
の
傍
項
の
数
カ
俊
生

ω一
候
件
正
し

t
、
現
庇
若
〈
は
勝
来
支
那
に
於
て
最

吹い山山

右
の
代
償
正
し
て
、
総
入
口
問
に
劃
し
て
は
一
九

O
一
年
の
議
定
書
に
定
め
た
る
輸
入
税
卸
も
現
質
五
分
(
従
属
間
五

分
を
意
味
す
以
下
之
に
准
宇
)
の
一
倍
宇
(
七
分
五
厘
)
に
相
賞
す
る
特
別
附
加
税
を
賦
課
し
、
輪
出
税
仁
闘
し
て

恵
国
保
款
を
有
す
る
凡
て
の
闘
が
英
同
岡
正
同
一
の
約
束
を
掛
川
す
こ
ご
を
要
し
、
若
し
支
那
に
於
て
最
恵
幽
僚
款
な

米
凶
は
一
九

O
一
二
年
十
月
八
日
の
米
支
保
約
第
四
傑
H
A
ぴ
第
五
僚
に
よ
b
、
同
一
目
的
を
以

一
遊
金
共
他
の
通

骨院内側一川"，~"~\"，，，~，~"'，内岬市博糊開眼齢期鞠神構醐蹄嚇鞠狩暢開閉b欧主制叫川 h 〆

有
す
る
闘
が
一
九

O
四
年
一
月
一
日
ま
で
に
右
の
伐
攻
ご
同
一
の
約
束
を
潟
古
い
る
芭
き
は
.
右
の
僚
項
は
列
闘

が
之
正
岡
一
の
約
束
を
錯
す
に
及
び
て
始
め
て
放
カ
を
生
A
V
る
こ
ご
、
し
た
。

遇
税
を
底
止
す
る
代
h
に
、
輸
入
口
聞
に
は
七
分
五
庖
を
超
え
，
さ
る
附
加
税
、
輪
出
口
聞
に
は
二
分
五
艇
を
越
え
F
る

附
加
税
の
賦
課
を
承
認
し
た
。

我
闘
も
亦
一
九

O
三
年
十
月
入
日
の
迫
加
日
支
通
商
航
海
保
約
第
一
僚
に
よ
ち
、
裁
麓
加
税
に
闘
し
、
支
那
が

各
保
約
国
正
協
議
的
上
決
定
す
る
も
の
己
同
率

ω附
加
殺
を
支
榔
ふ
こ
Z
を
承
諾
し
た
o

遊
金
印
刷
止
の
場
令
に
引
上
「

e

へ
き
輸
入
陶
枕
市
中
は
、
上
越

ω如
〈
マ
ツ
ケ

1
健
約
に
於

τは
明
に
七
分
五
一
埋
ピ

定
也
、
米
文
俊
約
仁
於

τは
最
高
七
分
五
一
加
で
あ
る
が
、
日
支
通
商
航
海
保
約
に
対

τは
、
「
支
那
が
各
僚
約
岡
正

If{f 

蹴

闘
輪
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
魯

(
第
五
統

五
九
)

ミ

L
二

1
1
4
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H
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4

川
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i
l
 

， " 

時

町

崎
勤
特
別
合
晶
画
に
就
て

第
二
十
一
春

(
悼
五
脇
田

1之
O 
】

ミ
t
u
E

、

d
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協
議
の
上
決
定
す
る
も
の
正
同
率
の
附
加
枕
」
百
一
品
定
し
て
あ
る
仁
過
ぎ
ぬ
。
従
っ
て
、
我
国
及
び
支
那
に
於

τ、

普
通
一
般
に
七
分
五
一
服

t
し
、
私
も
便
宜
上
往
々
に
し
て
斯
〈
云
ふ
け
れ

E
も
、
質
は
七
分
五
原
正
定
ま
つ

τゐ

る
需
で
は
な

ν。
趨
金
蔵
止
の
上
は
多
分
七
分
五
厘

ω附
加
税
賦
課
を
見
る
で
あ
ら
う
け
れ
戸
」
も
、
若
し
英
国
始

め
列
岡
正
支
那
Z
の
聞
に
七
分
五
厘
以
下
又
は
七
分
五
煙
以
上
の
協
定
成
立
す
る
場
合
に
は
、
我
聞
は
之
主
同
率

の
附
加
税
賦
課
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
泊
義
務
が
あ
る
の
で
あ
る
(
然
し
便
宜
上
七
分
五
原
の
附
加
税
芭
し
て
設
明

を
進
め
る
}
。

支
那
は
、
支
那
に
於

τ最
窓
国
傑
欺
を
有
す
る
趨
て
の
岡
幽
吉
守
ヅ
ゲ
T
候
約
第
八
傑
の
珠
期
す
る
傑
約
を
締
結

し
得
な
か
っ
た
か
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
裁
建
加
税
は
賞
施
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
今
次
関
税
特
別
曾
議
に

於
て
、
七
分
五
厘

ω附
加
税
賦
課
の
目
的
を
以
て
上
部
三
候
約
に
規
定
す
志
賞
金
属
止
等
の
保
件
哩
お
の
準
備
仁

闘
す
る
ニ
さ
を
議
題

ω
一
吉
す
る
の
で
あ
る
(
支
那
の
閥
税
に
闘
す
る
僚
約
第
二
傍
参
照
)
。

日
ザ
盤
金
鹿
止
其
他
の
僚
件
の
履
行
に
先
も
、
暫
行
的
の
も
の
Z
し
て
騨
諜
せ
ら
る
る
有
税
輸
入
品
に
謝
し
て
一
律

一
子
五
回
〔
貿
易
を
阻
磯
す
る
こ

E
?し

て
牧
入
を
増
加
す
る
見
込
め
る
戒
踊
一
の
惹
草
に
謝
し
て
は
二
分
五

厘
乃
至
五
分
)
の
附
加
税
の
賞
施
期
日
、
目
的
、
保
件
等
伝
決
定
す
る
こ
正
(
支
那
の
関
税
じ
闘
す
る
健
約
第
三
候

参
照
)
。

日
輸
入
一
閥
枕
改
正
に
関
す
る
規
則
を
定
む
る
こ
正
(
支
那
の
閥
税
仁
関
す
る
僚
約
第
岡
俊
参
照

)

Q



(
支
那
の
関
税
に
闘
す
る
俸
約
第
六
僚
会
照
)
。

到
支
那
に
闘
す
る
九
園
保
約
第
三
保
及
び
第
四
催
、
卸
ち
支
那
に
於
け
る
列
園
の
商
工
業
に
謝
す
る
機
曾
均
等
主

義
に
闘
す
る
規
定

ω質
行
に
関
聯
し
て
生
十
る
と
ご
ゐ
る
べ
き
問
題
を
調
査
報
告
の
鎗
め
附
議
す
る
目
的
を
以

τ

酎
従
来
支
那
随
境
税
関
に
於
て
賦
課
せ
る
翻
税
に
闘
し
・
支
那
Z
接
漉
す
る
日
英
仰
露
諸
国
は
一
瀞
境
関
税
率
じ
比

叫

τ
一
定
の
唖
減
を
受
付

τゐ
た
が
、
陸
一
様
子
と
重
視
ど
の
聞
に
差
別
待
遇
を
局
す
こ
己
は
機
曾
均
等
の
原
則
に
背

反
す
る
の
放
を
以
て
、
支
那
の
闘
税
に
閲
す
る
僚
約
第
六
僚
に
よ
h
、
列
闘
は
支
那
の
一
切
陸
揚
及
び
海
域
仁
於

て
賦
課
す
る
閥
税
率
仁
川
杭
て
均
一
の
原
則
を
承
認
し
た
か
ら
、
右
の
原
則
の
賀
行
に
閲
す
る
取
極
を
錯
す
こ

t

時

酋

醐
勤
特
別
曾
議
に
就
て

第
二
十
一
巻

(
第
五
値

，、
) 

、L
L

'
'
J
J
J
J
 

加 一 ，̂'，'f.e，山町一川町制府軍哨醐抑制勝榊働時開駒内角材

設
置
せ
ら
る
ぺ
吉
一
裕
議
院
(
国
自
己
。
『
同
品
目
言
。
)
の
構
成
仁
関
す
る
細
目
裳
を
起
草
す
る
こ
正
(
極
東
問
題
諮
議

院
に
関
す
る
決
議
参
照
)
。

一一一

上
記
閥
税
特
別
曾
議
の
議
題
Z
な
る
吋
き
も
の
に
就

τ見
る
に
、
賞
金
厳
止
の
必
要
に
闘
し
て
は
支
那
国
内
に

於
て
も
大
鐘
異
論
が
な
い
ゃ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
の
賞
行
は
中
々
困
難
で
あ
っ
て
、
支
那
制
野
は
如
何
に

L

て
鷲
金
を
厳
止
す
イ
き
や
の
方
法
に
つ
き
頭
を
山
田
ま
し
て
b
る
。
我
固
に
於
て
東
亜
研
宛
曾
々
員
諸
君
の
如
き

は
、
財
源
苫
へ
あ
れ
ば
晶
皿
金
底
止
の
容
易
な
る
を
主
張
し
っ
、
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
支
那
の
政
情
現
在
の
如
〈
仁
し
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a
n
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時

論

閥
桔
特
別
曾
識
に
就
て

第
二
十
一
巻

大

) 

七

0
0

(
第
五
続

て
、
遊
金
主
戸
他
類
似
の
賦
金
廠
止
が
近
、
き
府
来
に
於
て
確
質
に
行
は
る
、
で
あ
ら
う
か
。
私
は
頗
る
之
を
疑
ふ
。

陶
枕
特
別
曾
議
支
那
金
雄
・
土
正
廷
が
、

マ
ツ
ケ

1
僚
約
は
二
十
有
伶
年
前
り
も
の
で
、
蛍
時
吉
会
〈
事
怖
を
異
に

す
る
今
日
の
支
那
に
之
を
池
用
す
べ
か
ら
宇
正
し
、
同
僚
約
を
臨
刷
物
呼
は
り
し
て
一
足
飛
に
関
税
自
主
権
回
復
を

求
め
ん
芭
す
る
の
は
、
必
宇
し
も
人
気
取
り
の
縛
め
に
す
る
許
・
り
で
も
あ
る
ま
い
。
賞
金
廓
止
の
賀
行
困
難
な
る

マ
ツ
グ

1
保
約
が
有
数
な
る
限
h
輸
入
開
校
五
分
附
加
税
七
分
五
一
煙
合
計
一
割
二
分
五
厘
の
障
壁
に
喰
止

結
果
、

め
ら
れ
、
関
税
自
主
構
図
仮
に
到
達
す
る
ニ
ご
の
容
易
な
ら
ぬ
を
槻
破
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

新
〈
の
如
(
に
し
て
裁
麓
加
税
は
賞
品
川
容
易
で
な
〈
、
而
か
も
関
税
特
別
曾
議
の
議
題
ご
な
る
の
は
其
の
準
備

に
闘
す
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
上
越
引
引
の
職
入
閲
税
故
正
に
闘
す
る
規
則
を
定
む
る
こ
吉
川
叩
の
陵
携
帯
境
に
於
け
る

関
税
率
に
闘
す
る
均
一
の
原
則
貸
付
の
こ
吉
町
の
論
議
院
の
構
成
に
閲
す
る
細
目
案
起
草
の
こ
ぜ
も
説
れ
も
重
大

事
項
で
は
な
い
o

従
ふ

τ、
関
税
特
別
曾
議
の
議
胸
中
誌
も
重
要
で
あ
る
ご
認
め
ら
る
る
も
の
は
、
二
分
五
厘
の

附
加
税
問
題
吉
、
支
那
よ
り
提
議
す
べ
き
関
税
自
主
様
問
題
正
で
あ
る
。

四

支
那
の
闘
税
に
闘
す
る
保
約
第
三
僚
に
規
定
す
る
二
分
五
厘
(
或
将
の
脊
修
日
開
に
関
し
て
は
二
分
五
厘
乃
至
五

分
)
の
附
加
税
賦
疎
其
一
帯
に
闘

L
、
我
闘
に
於
て
未
だ
に
彼
是
れ
云
ム
者
が
な
い
で
も
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
現
行



聡
入
関
税
に
ニ
分
五
腫
の
附
加
税
を
賦
課
す
る
こ
ピ
は
陶
枕
五
割
の
引
上
を
意
味
し
、
我
闘
の
費
支
貿
易
は
今
後

一
筒
年
約
一
千
高
困

ω負
援
金
増
加
す
る
こ

t
に
な
る
の
で
あ
る
(
大
正
十
二
年
の
支
那
輪
入
関
税
牧
入
額
を
標

準

E
L
て
計
算
す
)
。

今
後
我
闘
は
二
分
五
一
周
の
附
加
校
賦
課
に
よ
h
支
那
内
地
製
品
Z
の
競
争
上
頗
る
不
利
な

る
地
位
に
立
つ
こ
E
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
反
謝
の
聾
あ
る
は
一
廃
無
理
も
な
い
こ
E
で
あ
る
Z
云
は
ね

ば
な
ら
ぬ
。
支
那
の
闘
税
仁
閲
す
る
僚
約
第
三
依
を
見
る
仁
、
「
・
・
・
岡
曾
議
(
閥
税
特
別
曾
議
)
は
某
の
決
定

す
べ
き
期
日
目
的
保
件
に
依
b
有
税
輸
入
口
聞
に
封
し
附
加
税
を
賦
課
す
る
-
」
芭
を
認

U
4
し
。
右
附
加
税
は
之
を

一
律
に
二
分
五
腫
ご
す
・
:
;
・
」
芭
あ
る
か
ら
、
期
日
目
的
保
件
に
闘
し
列
国
が
折
合
は
凶
以
上
二
分
五
厘
の
附

の
、
作
成
に
関
係
し
た
の
み
な
ら
す
、

そ
れ

J
¥の
方
面
ピ
意
見
の
交
換
も
し
た
閥
係
上
、
此
等
希
留
保
件
を
解

，-'.~叩子市"併合判明暗銭網開耕輔醐醐糊鴨色村;'\o/1"'Ó"_1"

加
税
は
賞
施
せ
ら
れ
ぬ
筈
で
あ
る
。
け
れ
H

と
も
、
此
の
附
加
税
賦
課
は
幕
府
曾
議
で
院
に
決
定
し
た
こ

E
で
あ
る

か
ら
、
期
日
目
的
保
件
に
闘
し
六
ケ
敷
要
求
を
提
出
し
て
賞
施
を
阻
止
す
る
こ
Z
は
、
今
一
見
事
情
の
許
苫
ぬ
Z
こ

ろ
で
あ
ら
う
o
然
し
闘
税
引
上
に
よ
り

τ大
犠
牲
を
梯
は
ね
ば
な
ら
凶
我
閥
E
し
で
は
、
賞
施
の
期
日
目
的
保
件

に
闘
し
多
少
希
川
町
僚
件
を
提
出
し
て
も
決
L
て
不
嘗
で
は
な
い
。

最
近
我
闘
に
於
て
商
業
曾
議
所
、
大
日
本
紡
績
聯
合
曾
其
他
割
支
貿
易
に
関
係
ゐ
る
諸
園
鶴
、
並
に
束
斑
碗
宛

曾
等
諸
方
商
よ
h
、
二
分
五
厘
附
加
税
賦
棋
に
閲
す
る
希
望
僚
件
が
畳
表
苫
れ
て
ゐ
る
が
、
私
は
共
中
の
或
る
も

設
L
、
且
裳
の
常
否
に
関
し
て
少
し
〈
卑
見
を
述
べ
た
レ
。

時

輸

闘
枕
特
別
骨
識
に
就
て

第
二
十
一
審

(
質
五
鵠

プq

) 

t 
O 

加 がい



l
l
M
 

4
 

時

凪
揖
特
別
曾
議
に
就

τ

第
二
十
一
審

{
第
五
位

ハ
回
)

b 
O 

酋

一
二
分
五
屈
の
附
加
税
賞
施
期
目
。

華
府
曾
議
官
時
、
我
闘
に
於
て
は
支
那
輸
入
閥
税
を
現
賞
五
分
に
改
む
る
こ
ご
す
ら
異
論
が
あ
っ
た
o
蓋
し
嘗

時
現
寅
三
分
五
属
位
に
過
ぎ
な
か
っ
た
閥
枕
を
現
賞
五
分
に
改
む
る
こ
ど
は
約
四
割
三
分
の
引
上
を
意
味
し
、
夏

-
に
之
に
二
分
五
屈
の
附
加
税
を
賦
課
す
れ
ば
、
増
加
し
た
ば
か
h
の
閥
枕
を
新
に
又
五
割
引
上
ら
る
こ
吉
、
な

b
、
我
闘
の
封
支
貿
易
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
従
つ

t
小
田
切
氏
は
太
卒
洋
及
極
東
委
員
曾

分
科
曾
に
於

τ、
我
闘
は
支
那
関
税
を
碇
に
現
賞
五
分
に
改
む
る
こ
己
に
は
反
封
せ
な
か
。
り
れ
ど
も
急
激
に

L

て
巨
額
な
る
引
上
は
支
那
に
在

bτ
日
本
ロ
聞
を
消
費
す
る
者
の
苦
痛
を
甚
し
(
す
る
の
み
な
ら
守
、
我
闘
の
工
業

に
大
打
撃
を
加
ふ
る
虞
が
あ
る
か
ら
、
関
税
引
上
は
徐
ろ
に
賞
行
し
、
我
園
の
経
済
界
を
し

τ謎
化
仁
順
癒
す
る

の
徐
裕
あ
ら
し
む
る
や
う
、
充
分
な
品
質
施
猶
唱
団
期
聞
を
設
〈
る
必
要
あ
る
旨
を
陳
述
し
た
。

支
那
の
閥
裁
に
闘
す
る
健
約
第
三
僚
に
よ
れ
ば
、

二
分
五
厘
の
附
加
殺
の
賞
施
期
日
は
開
枕
特
別
曾
識
に
於
て

決
定
す
る
こ

Z
に
な
っ
て
ゐ
る
守
b
、
我
国
は
上
述
の
陳
過
に
基
き
、
数
箇
年
の
猶
漁
期
間
を
説
(
ぺ
き
二

E
を

主
張
し
て
も
必
十

L
も
不
嘗
で
な
い
や
う
に
恩
は
れ
る
。
り
れ
ど
も
、
関
税
特
別
曾
議
が
今
日
ま
で
閲
か
れ
な
か

っ
た
錨
め
、
二
分
五
一
燥
の
附
加
税
賦
認
は
阪
に
三
箇
年
延
期
せ
ら
れ
た
。
我
圃
の
劃
支
貿
易
嗣
係
者
は
新
放
態
に

掛
由
服
す
る
策
を
此
聞
に
講
じ
た
笹
で
あ
る
か
ら
裕
更
に
此
上
数
箇
年
の
猶
換
期
闘
を
要
求
す
る
こ
正
は
必
す
し
も

必
要
で
あ
る
ま
い
。
況
ん
や
支
那
政
府
の
財
政
窮
乏
今
や
其
極
仁
達
し
、
関
税
増
牧
を
翻
る
こ
ご
恰
も
大
阜
の
雲



震
を
望
む
が
如
〈
、
暫
時
の
猶
議
す
ら
六
ゲ
敷
程
で
あ
る
か
ら
、
我
闘
は
此
際
多
少
の
犠
牲
を
忍
ん
で
も
二
分
五

厘
の
附
加
税
の
印
時
質
施
に
同
意

L
、
以
て
友
闘
財
政
の
基
礎
を
安
田
仁

L
、
有
カ
な
る
中
央
政
府
樹
立
に
助
カ

す
る
の
一
端
正
す
べ
き
で
め
ら
う
。
相
割
支
貿
易
聞
係
者
の
聞
に
二
分
五
犀
の
附
加
税
即
時
寅
施
に
異
議
金
唱
ふ
る

者
な
き
こ
ど
は
、
犯
の
大
に
喜
ぶ

ε
こ
ろ
で
あ
る
。

に
支
那
海
闘
に
日
本
人
闘
員
を
増
加
し
、
闘
員
の
採
用
上
田
常
用

Z
期
す
る
こ
ご
。

支
那
一
件
闘
に
於
て
英
国
人
が
総
税
務
司
の
要
職
を
狗
占
l
、
闘
員
の
任
兎
備
を
掌
握

t
る
に
乗
じ
て
専
横
な
る

振
鋪
併
を
骨
m
L一
税
務
司
(
各
一
階
閲
長
官
)
の
如
き
重
要
な
る
地
位
は
英
幽
人
が
其
の
七
割
を
占
む
る
が
如
き
こ
正
は

(
大
正
十
年
上
海
日
本
人
商
業
曾
議
所
報
告
に
よ
る
)
、
従
来
な
共
の
問
題
ご
し
た
正
ニ
ろ
で
あ
る
か
・

一
八
九
八

川端オ4 吻0:'-'，ゆ ~j.t::'嶋榊間取制収恥繰伽健脚吻榔のか守叫イゾ

年
二
月
支
那
政
府
が
英
闘
政
府
に
謝
し
て
聾
明
L
R
る
Z
ニ
ろ
に
よ
・
9
・
英
国
の
費
支
貿
易
額
(
本
闘
の
み
な
ら

す
、
楠
民
地
の
艶
文
貿
易
も
包
含
す
る
も
の
ど
解
せ
ら
る
)
が
他
国
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
限
b
、
総
税
務
司
の
地

位
を
英
図
人
の
手
よ
h
奪
ふ
こ
Z
は
困
難
で
あ
ら
う
。
け
れ

E
も
、
最
近
一
我
闘
の
謝
支
貿
易
が
年
を
迫
ふ
て
後
展

し
、
現
在
の
ご
こ
ろ
支
那
聡
入
貿
易
の
約
三
割
を
占
む
る
事
貨
に
鑑
み
、
調
支
貿
易
額
の
率
に
廠
じ
て
支
那
海
開

に
於
げ
る
日
本
人
闘
員
の
放
を
増
加
す
吋

f
主
張
す
る
は

E
官
の
・
』
正
で
め
る
正
信
A
V
る
o

日
関
税
牧
入
の
保
管
銀
行
を
香
港
上
海
銀
行
仁
限
ら
す
、
我
国
の
在
支
銀
行
(
正
金
銀
行
)
を
も
加
ふ
る
こ
正
。

関
税
枚
入
の
保
管
銀
行
は
現
在
の
Z
こ
ろ
で
は
香
路
上
海
銀
行
に
限
ら
れ
る
が
、
是
は
如
何
に
も
不
必
卒
の
こ

時

論

凶
器
特
別
合
議
に
就
て

第
ニ
十
一
巻

(
第
五
鵠

六
五

七
O 
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論

さ
で
ゐ
品
。
華
府
曾
議
太
平
洋
及
極
東
委
員
曾
分
科
曾
に
於

τ、
小
田
切
氏
は
我
闘
が
支
那
海
閥
の
枚
入
に
寄
輿

す
る
ご
こ
み
大
な
る
事
貨
を
指
摘
し
、
支
那
海
閥
制
度
の
運
用
即
も
支
那
海
閥
牧
入
保
管
銀
行
並
に
支
那
海
闘
に

使
用
せ
ら
晶
、
外
岡
人
闘
員
の
割
合
等
仁
閲
L
・
日
公
平
妥
賞
な
る
持
拡
を
執
る
の
必
要
ゐ

b
z
L、
来
る
べ
き
閥

枕
品
目
議
(
関
税
特
別
曾
議
を
意
味
す
)
に
於
て
、
右

ω希
望
を
考
昼
せ
ん
こ
ピ
を
求
め
、
働
伊
白
和
諸
国
委
員
は
之

に
賛
同
L
h
H
O
前
期
か
る
事
情
が
ゐ
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
闘
税
特
別
曾
訟
に
於
て
以
上
の
二
件
を
希
望
俊
件

t
L
τ

是
非
正
も
提
出
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

酎
防
副
祖
A

ザ
七
ぜ
撤
臨
崩
せ
し
め
且
支
那
の
天
然
資
源
の
開
後
に
劃
す
る
陪
磯
を
除
去
せ
し
む
る
芭
同
時
に
、
原
料
品
の

轍
出
枕
を
底
止
少
〈
ご
も
之
を
軽
減
せ

L
h
u
る・

-
Z
o

支
那
は
原
粋
日
間
及
川
い
食
料
品
の
輪
出
に
樹
L
、
五
分
を
原
則
正
す
る
閥
税
を
賦
一
蹴
す
る
の
み
な
ら
?
、
輪
出
禁

止
を
目
的
正
す
る
防
毅
令
の
如
き
も
の
す
ら
あ

b
、
数
年
前
に
は
綿
花
輪
出
禁
止
の
議
が
あ
っ
た
位
で
ゐ
る
o
其

他
織
機
油
田
等
仁
闘
し

τも
門
戸
閉
鎖
的
施
設
が
行
は
れ

τゐ
る
が
、
新
〈
の
如
き
は
天
然
資
棋
に
乏
し
〈
、
原

料
品
や
食
料
品
の
供
給
を
支
那
仁
仰
が
ね
ば
な
ら
泊
我
困
じ
取
b
て
甚
L
き
苦
痛
で
あ
る
ぜ
岡
崎
に
、
支
那
に
於

り
る
産
業
の
俊
民
を
限
磯
す
る
こ
ご
極
め
て
大
な
h
正
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
の
天
然
資
源
を
開
放
し
、
原
料

品
及
び
食
料
品
の
輪
出
合
自
由
に
す
る
ニ
正
は
賀
「
い
日
支
雨
国

ω共
通
利
盆
で
ゐ
る
か
ら
、
華
府
曾
議
に
於
て
我

が
帥
前
回
四
金
権
以
、
中
t
那
の
闘
土
が
包
括
す
る
英
大
な
る
富
源
を
充
分
利
用
し
得
る
が
銭
め
、
支
那
が
外
国
的
資
本

習、 i川一一一一一一一ー



の
輸
出
税
の
廃
止
少
〈
ピ
も
共
の
唖
械
は
、

二
分
五
厘
の
附
加
校
賦
課
に
よ
・
り
て
我
困
の
蒙
る
ぺ
き
重
大
な
る
軽

及
び
商
エ
業
に
鋳
し
其
の
門
戸
を
開
放
す
る
の
急
務
た
る
こ
子
炉

園
民
の
重
大
利
盆
及
び
共
の
経
済
的
生
活
の
安
樹
芭
合
致
す
る
限
b
、
支
那
は
資
源
の
関
畿
に
閥
L
、
今
後
ゐ
引

舗
、
き
外
闘
の
資
本
及
び
技
術
の
協
カ
を
求
む
吋
き
旨
を
聾
明
し
た
け
れ
刊
と
も
、
某
後
一
向
門
戸
を
開
放
す
る
様
子

が
見
え
ぬ
か
ら
、
闘
税
特
別
曾
議
に
於
て
我
闘
の
希
望
を
反
援
す
る
こ
ご
は
無
用
の
業
で
な
い
九
同
時
に
原
料
品

の
で
あ
る
。

五
従
来
総
λ
外
国
口
聞
を
奥
地
に
法
る
に
際
[
‘

定
が
厳
守
せ
ら
れ
号
』
ご
は
不
都
合
で
あ
り
、
真
に
機
械
製
洋
式
製
品
例
へ
ば
綿
糸
に
闘
し
岡
選
奨
闘
の
目
的
を

二
分
五
原
の
抵
代
税
(
子
口
宇
税
正
一
也
V
ふ
)
に
闘
す
る
保
約
の
規
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臨
胴
上
の
打
撃
合
緩
和
す
る
一
策
ご
し
て
極
め
て
認
ま
し
い
こ
ご
で
あ
る
。

但
だ
二
分
五
一
肢
の
附
加
税
賦
課
に
よ
る
約
三
千
両
国

ω閥
枕
増
牧

ω使
途
多
捕
で
あ
っ
て
・
原
料
品
輸
出
枕
の

廃
止
叉
に
極
減

ιよ
る
閥
枕
牧
入
ゆ
減
少
を
填
備
す
る
時
間
絡
が
乏
L
V
か
ら
、
財
政
上
賀
行
が
困
難
で
あ
ら
ラ

L
、
且
つ
は
支
那
人
の
排
外
思
想
に
基
〈
天
然
資
跡
調
占
主
義
に
よ
h
、
関
税
自
主
権
回
復
の
脆
・
綿
花
錨
鎖
羊

毛
等
原
料
品
の
輸
出
に
重
税
を
認
す
べ

L
Z
い
ふ
者
が
あ
h
J
、
大
正
十
一
年
夏
全
岡
市
問
曾
勝
令
曾
よ

h
大
総
統
に

提
出
し
た
意
見
書
に
於
て
も
、
内
国
産
工
業
品
の
総
出
に
謝
し
て
は
髄
税
を
設
げ
、
原
料
品
に
は
高
率

ω
課
税
を

唖
岬
す
ぺ
し
E
主
張
す
る
者
あ
る
に
徴
す
れ
ば
・
原
料
品
輸
出
税
の
底
止
叉
は
軽
減
の
容
易
に
行
は
れ
雛
き
を
如
る

時

前

闘
紐
軒
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
審

(
第
五
規

ハ
七
)

t
o
E
 



l

i

b

-

-

1
h
a
L
H
N陪
1
‘

1

1

i

l

i

l

i

-

-

-

1
l
i
-
-
h
i
1
1
1
1
1
-

pih{iu

，
 

ニニぷ当宮

L 

以

τ典
へ
ら
る
、
特
典
(
五
分
の
消
費
税
を
課
す
る
の
み
に
で
、
其
れ
以
外
の
内
地
税
を
一
切
免
除
す
)
を
、
在
支

時

諭

閥
横
特
別
命
議
に
就
て

第
二
十
一
審

(
第
五
障

歩右

入
) 

七
O
六

日
本
人
の
同
種
の
製
品
に
容
易
に
興
へ
臥
場
合
か
ゐ
る
き
う
で
あ
る
が
、

是
は
明
治
二
十
九
年
の
日
支
通
商
航
海

相九山{ー--←一一一一

つ

τ、
私
も
之
に
異
議
は
な
い
。
寅
は
斯
〈
の
如
、
吉
二
己
を
二
分
五
厘
の
附
加
枕
賦
謀
に
関
聯
し
て
希
望
僚
件
正

倹
約
の
誠
買
な
る
履
行
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
自
己
い
ふ
意
見
が
あ

依
約
附
属
議
定
書
第
三
僚
違
反
で
あ
る
か
ら
、

し

τ提
出
す
る
が
如
き
は
或
は
失
嘗
の
識
を
兎
れ
.
ま
い
が
、

此
の
機
曾
を
利
用
し
て
支
那
政
府
に
傍
約
の
誠
貨
な

崎
市
一
昨
日
片
山
内
一
時
打
性
信
一
札
口
一

間

切
ヅ
ケ

1
僚
約
に
於

τ、
英
国
は
支
那
の
経
済
的
援

政
府
賞
局
の
聞
に
も
賛
成
者
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
惟
ふ
ド

達
を
甚
し
く
阻
磯
す
る
悪
税
北
る
益
金
の
厳
止
を
僚
件
記
し
て
、
輸
入
税
附
加
税
七
分
五
屈
の
賦
訟
を
承
認
し
た

が
、
此
の
閥
税
引
上
に
は
支
那
の
産
業
保
護
芭
レ
ム
意
除
は
無

ν
か
ら
、
交
換
的
仁
、

支
那
内
地
に
於

τ機
械
に

一一

よ
り

τ生
産
す
る
綿
糸
綿
布
其
他
洋
式
貨
物
に
謝
し
一
割
の
生
産
税
を
賦
課
せ
し
む
る
こ
Z
、
し
花
(
マ
ヅ
ゲ

1

僚
約
第
入
脇
陣
第
九
項
)
0

の
窮
迫
せ
る
財
政
救
済
の
勉
め
其
の
牧
入
を
増
加
す
る
こ
ご
が
目
的
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

今
衣
の
附
加
枕
二
分
五
屈
賦
課
の
目
的
も
亦
支
副
知
の
産
業
保
護
に
め
ら
子
、
支
那
政
府

一
一
分
五
厘
の
附
加

税
に
相
嘗
す
る
課
税
を
支
那
の
内
地
製
品
に
闘
し
て
求
む
る
ニ
ご
は
内
外
産
業
に
均
等
な
る
機
曾
を
輿
ふ
る
も
の



吾
人
が
此
の
要
求
の
嘗
非
を
論
争
る
に
方
h
て
是
非
芭
一
色
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
必
ニ
ご
は
、
令
交
の
欄
稜
特

で
あ
っ
て
、
決
し
て
不
合
理
で
な
い
E
い
ふ
の
で
あ
る
。

別
曾
議
は
四
年
前
華
府
曾
議
に
於

τ成
れ
る
支
那
の
関
税
に
闘
す
る
僚
約
第
二
一
僚
に
基
き
て
聞
か
れ
る
の
で
は
あ

る
そ
最
近
支
那
に
於
て
燐
盛
芯
な
れ
る
園
搭

1
l閥
枕
自
主
権
回
復
の
叫
ぴ
の
錦
め
曾
議
が
重
大
な
る
意
義
を

帯
ぴ
来
っ
た
ご
い
ふ
一
事
で
ゐ
る
o
支
那
園
民
が
闘
技
自
主
構
に
岨
劃
す
る
束
縛
を
蒐
れ
ん
ご
懸
命
の
努
カ
を
怨
し

っ
、
ゐ
る
ご
量
、
こ
分
五
厘
の
附
加
税
賦
課
が
支
那
産
業
保
護
を
目
的
ご
せ
白
か
ら
ご
て
、
支
那
内
地
製
品
に
掛

し
て
之
に
相
官
す
る
課
税
を
求
柏
、
新
に
支
那
の
税
構
を
束
縛
せ
ん
ピ
す
る
も
、
果
し
て
支
那
の
同
意
を
得
る
見

込
が
あ
る
で
あ
ら

5
か
o
b
つ
芭
も
、

?
?
ゲ

1
俊
約
に
於

τ、
支
那
は
「
制
の
生
産
税
賦
課
に
同
意
し
・
白
岡

の
税
構
束
縛
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
ぞ
れ
は
現
在
の
意
味
に
於
げ
る
圏
構
図
復
運
動
が
未
だ
起
ら
ぬ
二
十
有
像
年

時

論

嗣
積
特
別
合
識
に
就
で

第
二
十
一
容

『
第
宜
説
、
穴
丸
)

川 知 山 ~ ."<̂._，，，r' 

前
の
こ
己
で
ゐ
る
。
大
正
十
一
年
支
那
の
全
国
商
曾
聯
合
曾
が
大
纏
統
に
提
出
し
た
意
見
書
に
よ
れ
ば
、
聯
合
曾

は
内
地
製
品
に
劃
す
る
課
税
に
必
や
し
も
反
封
せ

F
る
や
，
更
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
是
も
亦
圏
構
図
復
運
動
が
未
vh

今
日
の
如
〈
猛
烈
芭
な
ら
ぬ
三
年
前
の
ニ
古
で
あ
る
o

関
税
自
主
権
回
復
の
盤
が
燦
原
の
火
の
如
〈
支
那
全
土
に

庚
が
れ
る
今
日
、
支
那
の
国
民
的
希
望
ご
金
〈
背
馳
す
る
要
求
を
提
出
し
て
、
果
L
て
目
的
を
達
す
る
こ
ど
が
出

来
る
で
あ
ら
う
か
o
此
際
支
那
は
巴
hueT
得
A
V
承
諾
す
る
正
し
て
も
、
鈴
り
に
我
利
的
で
あ
h
、
支
那
に
岨
到
し
て

同
情
な
き
我
闘
の
要
求
は
、
支
那
人
の
胸
中
に
拭
ひ
去
る
ぺ
か
ら

F
る
反
戚
eT
植
附
り
る
こ
ご
は
ゐ
る
ま
い
か
。

七
O
七



1

4

J

1

1

 

11

』

1
4
J
;
J
剣

(

l

1

l

 

!

h

l

}

ー

ー

!
I
Hぺ

l
i
v
i
d
-

l

a

'

 

時

諦

闘
税
特
別
合
識
に
就
て

第
二
十
て
替

(
第
五
棋
，
七
O
)

七
O
入

私
は
之
を
憂
へ
る
o

若
L
そ
れ
希
望
僚
件
K
る
以
上
、
支
那
の
反
掛
に
曾

A
1

ば
薩
も
仁
一
撤
回
す
る
健
悟
で
あ
ら
ゆ

社
引
い
れ
料
れ
い
れ
い
れ
は
時
J
M

一引いいれわし芭いム意見もゐ

る
平
う
で
あ
る
ロ
遊
金
康
止
の
賀
行
困
難
な
る
こ
す
』
は
上
越
の
通
h
で
む
る
都
台
、
ャ
若
し
此
際
岡
田
て
其
の
賀
行
を

求
む
れ
は
、
二
分
五
屈
の
附
加
一
税

j

紙
一
課
を
事
賞
不
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ

z
t
い
は
一
心
ば
な
ら
凶
が
、

真

. 

支
那
の
閥
税
に
闘
す
る
傑
約
第
三
僚
に
、

履、第

i士、憐
~宅、 1:

¥6・規
遁定
問 す
せ る
ら特
る ))11

べ曾
き議
暫 11
fi' [iil 
規保
定 に
を官己
考載
量す
す る
ぺ請
し f康
。約

同の
曾 僚
議項
t主 lこ
其規
0) )e 

決す
定事
すl 賞、
吋令市
吉l 腰、
期 1日
日及、
目ぴ、
白~ 1也、
f換の!
件 f燥:
に作.
依の

h
有
税
輸
入
品
に
劃
L
附
加
税
(
二
分
五
底
)
を
鰍
献
す
る
ニ
芭
を
認
む
べ
し
。

ご
め
る
以
上
、
二
分
五
屈
の
附
加
税
は
種
金
融
鵬
止
に
先
も
耐
刊
行
的
に
賦
蹴
せ
ら
る
イ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
賛
金
康

止
(
厳
守
止
は
一
金
腐
た
る
芯
綿
花
又
一
部
の
殿
止
た
る

t
e
e問
は
ぬ
)
を
二
分
五
庫
の
附
加
税
賦
課
一
の
僚
件
Z
し
、
品
品
A

制
作
的
一
郎
作
ト
一
件
当
日
れ
れ
れ

別
曾
議
封
慮
策
に
閲
す
る
準
備
委
員
曾
の
確
定
案
芭
し
て
渇
H
新
聞
紙
上
に
後
表
せ
ら
れ
た
る
も
の
も
亦
、
増
牧



の
一
宇
を
支
那
政
府
の
行
政
費
に
充

τ、
礎
部
を
以
て
無
揖
保
借
款
(
内
外
償
金
部
に
て
約
八
億
園
)
の
整
理
を
行

は
L
む
刊
し
E
す
る
の
で
あ
る
。

二
分
五
厘
の
関
税
増
徴
よ
り
生
守
る
枚
入
の
宇
を
以

τ
L
て
は
極
め
て
不
徹
底
な
る
整
理
を
怨
L
得
る
に
過
ぎ

ぬ
か
ら
、
或
は
支
那
を
し
て
、
充
分
な
る
整
理
を
行
ム
に
足
る
財
源
を
得
る
を
口
貸
正
し
て
・

二
分
五
厘
Z
7
ツ

ヶ

l
傑
約
に
規
定
す
る
七
分
五
厘
ご
の
中
関
税
率
の
設
定
を
要
求
せ
し
む
る
Z
Z
に
な
る
か
も
知
れ
れ
刷
。
英
米
に

取
b
て
は
少
許
の
閥
税
引
上
は
封
支
貿
易
上
き
し
た
る
昔
痛
ご
は
な
ら
白
か
ら
、
英
国
は
先
版
阪
に
我
が
政
府
に

謝
し
、
非
公
式
に
一
分
五
厘
引
上
を
交
渉
し
来
っ
た
古
う
で
あ
っ

τ、
支
那
よ
b
関
税
引
上
の
要
求
出
づ
る
場
合

之
に
賛
成
す
る
こ
ど
な
き
を
保
L
難
い
。
り
れ
ど
も
、
我
闘
に
取
h
て
は
二
分
五
原
の
引
上
す
ら
少
な
か
ら
凶
影

時

論

闘
枇
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
巻

(
第
五
鍛

じ

} 

七
O
九

藩
の
あ
る
の
に
、
共
上
夏
仁
閥
裁
の
増
徴
が
ゐ
つ
て
は
非
常
な
毛
苦
痛
ご
な
る
か
ら
、
此
際
二
分
五
厘
に
喰
止
め

ん
ど
欲
す
る
な
ら
ば
、
岡
税
引
上
を
促
が
す
虞
ゐ
る
無
健
保
借
款
の
整
理
を
要
求
せ
す
、
他
日
支
那
財
政
紋
態
の

改
善
す
る
ご
き
ま
で
之
を
延
期
す
る
こ
ご
が
策
の
得
た
る
も
の
で
は
な
い
か
ご
考
へ
る
。

惟
ふ
に
吃
那
現
政
府
は
極
度
の
財
政
難
に
陥
り
、
遺
繰
算
段
で
漸
〈
其
日
を
法
る
が
如
き
惨
備
な
る
有
線
で
あ

っ
て
、
何
時
波
落
の
悲
運
を
耳
目
れ
ぬ
や
も
測
・
り
難
い
。
此
際
五
十
年
計
査
で
無
抽
阿
保
備
款
の
帥
監
理
を
し
た
か
ら
ピ

τ、
支
那
の
財
政
的
信
用
を
高
む
る
所
以
正
な
ら
や
，
、
少
〈
も
常
分
の
ご
ζ

ん
無
鎗
保
で
新
借
款
仁
臆
一
千
る
者
以

あ
る
ま
い
か
ら
、

財
政
窮
地
の
ど
ん
底
に
在
る
支
那
政
府
に
取
h
τ
は
何
等
嘗
面
の
寅
盆
が
な
い
め
で
ゐ
る
。
然
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時

闘
輯
特
別
曾
識
に
就
て

第
二
十
一
告

(
第
五
棋

七

Q 

七
一
一
)

論

る
仁
、
債
権
岩
自
身
の
不
明
不
注
意
の
結
果
ご
し
て
償
還
を
得

g
る
借
歎
殊
仁
西
原
借
款
の
如
き
貸
附
官
時
仁
は

恐
ら
〈
局
に
嘗
b
し
者
が
後
日
の
一
償
還
を
期
待
せ
な
か
っ
た
も
の
、
一
整
理
に
閥
税
精
吹
を
充
て
し
め
、
焦
眉
の
急

た
る
支
那

ω財
政
救
済
を
閑
却
し
て
、
専
ら
債
権
者
の
利
盆
を
擁
護
せ
ん
ご
す
る
は
、
徐
・
り
に
利
己
的
で
あ
る
正

の
非
難
を
免
れ
ぬ
で
ゐ
ら
う
。

然
ら
ば
関
税
増
牧
三
千
高
国

ω使
途
を
如
何
に
す
べ
き
か
ご
い
ふ
じ
、
私
は
某
の
全
部
を
行
政
費
芯

Lτ
支
那

政
府

ω自
由
蕗
分
じ
一
任
し
穴
V
E
思
ふ
の
で
ゐ
る
。
之
に
劃

Lτ
支
那
政
府
に
三
千
高
圃
の
金
を
奥
ふ
れ
ば
、

軍
閥
の
聞
に
其

ω等
奪
戦
が
始
ま
b
て
盆
々
時
局
の
紛
糾
を
富
市
す
?
¥
有
力
且
安
固
な
る
政
府
の
樹
立
を
一
屠

閤
難
な
ら
し
む
る
で
あ
ら
う
ご
い
ふ
意
見
が
ゐ
っ
て
、

一
躍
尤
も
で
あ
る
正
考
へ
る
。
け
れ
ど
も
、
支
那
政
府
が

財
政
窮
乏
に
苦
し
む
こ
己
現
在
の
如

f
甚
し
〈
て
は
、
有
カ
且
安
聞
な
る
政
府
ゆ
樹
立
も
、
闘
税
自
主
継
の
回
復

も
共
に
困
難
で
ゐ
る
か
ら
、
若

L
吾
人
に
し
て
友
邦
の
園
民
的
要
求
に
同
情
L
、
新
支
那
の
出
現
を
捌
堕
す
る
な

ら
ば
、
改
詑
に
必
要
す
る
資
金
を
給
奥
せ
ね
ば
な

ι泊
。
ゴ
一
千
高
岡
の
関
税
増
放
を
全
部
支
那
政
府
の
自
由
蕗
分

に
一
任
す
ぺ
し
ご
い
ふ
は
之
が
錦
め
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
、
論
者
の
懸
念
す
る
が
如
〈
支
那
に
し

τ奥
へ
ら
れ

た
る
資
金
を
善
用
す
る
飽
カ
な
き
ニ
正
明
正
な
れ
ば
、
新
に
針
願
策
hr講
世
ね
ば
な
ら
ぬ
ニ
正
に
な
る
で
あ
ら
う

げ
れ
ど
も
、
兎
に
角
今
日
は
、
我
闘
の
利
盆
の
幾
分
を
犠
牲
に

L
て
も
支
那
の
改
誌
を
援
助
す
べ
き
ピ
き
で
あ

る
、
是
は
唇
歯
輔
車
の
闘
係
あ
る
支
那
の
締
め
に
哉
闘
の
ま
百
に
震
さ
ね
ば
な
ら
泊
古
こ
ろ
で
あ
ら
う
。



五

闘
税
特
別
曾
議
は
支
那
の
閥
税
に
闘
す
る
保
約
第
二
僚
に
よ

hτ
聞
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
曾
議
の
議
題
は

原
則
古
し
て
同
僚
約
の
範
囲
内
に
止
む
吋
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
英
米
雨
闘
は
曾
議
の
範
囲
を
鋪
張
せ
ん
芭
し
、

支
那
も
亦
同
曾
議
招
請
獄
中
に
、

支
那
政
府
は
鍾
に
華
府
曾
議
に
於
て
支
那
の
閥
税
に
閲
す
る
保
約
を
承
認
せ

h
E
離
も
決

L
て
欄
税
自
主
権
を

拠
棄
す
る
の
意
思
な
〈
、
勝
古
都
通
嘗
な
る
時
期
じ
重
ね
て
此
の
問
題
を
討
議
し
た
き
旨
を
宣
言
せ
h
o
右
の
宣

言
に
基
一
一
言
、
支
那
政
府
は
絡
に
開
催
せ
ん
正
す
る
閥
税
特
別
曾
議
に
於
て
闘
税
自
主
楢
回
復
問
題
L
っ
き
討
議

時

論

闘
揖
特
別
曾
践
に
就
い

第
ニ
十
一
巻

(
第
五
観

七

) 

七

日'-.， < 代 '_"_"T""'}P_"fi持母弔場験格点払叫.，骨肉掛掛根，，-，，!'&え 郎 L.，

せ
ら
れ
ん
こ
ご
を
希
望
す
。

E
云
ひ
、
我
同
等
は
之
に
品
到
し
て
、

支
那
政
府
は
同
曾
議
に
於
て
閥
税
自
主
撤
回
復
を
目
的
ご
す
る
提
案
を
上
議
せ
ん
ど
の
意
締
・
』
れ
ゐ
る
旨
貴
翰

中
に
開
示
せ
ら
れ
候
。

-
賂
叉
関
税
の
問
題
に
閥
L
支
那
政
府
の
提
起
せ
ら
る
、
こ
ピ
あ
る
べ
き
何
等
合

理
的
提
議
に
闘
し
て
は
、

日
本
政
府
は
他

ω蹴
係
列
岡
正
共
に
之
を
考
量
且
討
議
す
る
を
僻
せ
ゲ
る
も
の
に
有

之
候
。

吉
一
答
へ
た
か

ι、
支
那
は
閥
税
特
別
曾
議
に

1
1多
分
曾
議
の
陣
骨
頂
に
閥
枕
自
主
雄
回
復
の
要
求
を
提
げ
て
起



時

強

閥
砥
特
別
曾
薗
に
就
て

第
二
十
一
巻

(
第
五
親

七

七
回
}

も
、
曾
議
の
議
題
の
範
囲
は
自
ら
償
大
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
Z
云
は
れ
て
ゐ
る
。
然
L
支
那
が
、
支
那
の
関
税
に

闘
す
る
僚
約
第
二
僚

ω麓
金
鹿
止
問
題
も
同
僚
約
の
二
分
五
麗

ω附
加
税
問
題
も
閑
却
し
去
b
て
、
関
税
自
主
権

の
邸
時
回
復
を
要
求
す
る
が
如
き
こ
己
ゐ
ら
ば
、
支
那
の
閥
税
仁
闘
す
る
僚
約
を
無
説
し
、
閥
税
特
別
曾
議
の
性

質
を
一
ー
捜
す
る
色
の
で
あ
る
か
ら
、
我
が
政
府
は
之
に
反
岨
到
す
る
決
意
を
宿
っ
て
ゐ
る
さ
う
で
ゐ
る
。
け
れ
ど
も

関
税
自
主
構
図
復
仁
闘
し
合
理
的
な
る
提
案
を
錯
し
来
る
場
令
に
於

τは
、
共
の
討
議
を
矩
む
何
等
口
寅
は
な

h-。
支
那
芭
共
存
共
柴
の
闘
係
あ
る
我
闘
記
し

τは
、
誠
意
を
以
て
此
の
提
案
を
考
量
し
且
討
議
せ
ね
ば
な
ら

ぬ。
顧
ム
に
支
那
の
関
税
自
主
様
回
復
に
闘
す
る
要
求
は
今
日
に
始
っ
た
ニ
正
で
は
な
い
。
飾
に
巴
里
講
和
曾
議
に

於
て
支
那
は
七
飼
僚
の
閤
椎
回
復
仁
閲
す
る
国
民
的
要
求
を
提
出
し

1

其
の
一
筒
僚
記
し
て
、
現
行
関
税
率
は
不

公
平
非
科
事
的
且
欝
式
に
し
て
支
那
の
経
済
的
要
求
仁
一
副
は

5
る
ニ
ど
を
理
由
ご
し
て
、
列
岡
正
協
定
す
る
期
間

艇
過
後
に
於
て
閥
枕
自
主
植
の
回
復
会
求
め
た
。
聯
合
同
は
蛍
時
欧
洲
改
造
に
多
位
で
ゐ
っ
て
此
の
要
求
を
考
量

す
る
巾
喝
を
有
た
な
か
っ
た
か
ら
、
支
那
は
機
曾
の
来
る
を
待
?
』
正
三
年
、
華
府
曾
議
に
臨
み

τ再
び
関
税
自
主

権
の
回
復
を
提
議
L
た。

一
九
一
二
年
十
-
月
二
十
九
日
太
卒
洋
及
極
東
委
員
曾
分
科
曾
に
於
り
る
支
那
会
構
顧

維
鈎
の
提
案
大
要
左
の
如
し
。

パ
刊
現
行
の
輪
入
関
税
五
分
を
今
紘
一
割
二
分
五
回
胆
正
す
る
こ

t
o

一一一一一一同一一ー一一一一一



ロ
支
那
は
一
九
二
四
年
一
月
一
日
よ

h
鐙
金
を
厳
止
す
る
に
つ
き
、
同
日
よ
h
各
国
は
一
九

O
二
年
の
英
支
傍

約
一
九

O
三
年
の
日
支
保
約
及
び
米
支
傑
約
の
規
定
に
従
ひ
、
支
那
が
轍
出
入
枕
に
或
る
附
加
稔
を
賦
保
す
る

二
ヰ
を
承
認
す
る
二
正
。
術
各
国
は
支
那
が
同
日
よ
b
脊
修
品
に
掛
し
一
一
樹
二
分
五
厘
の
上
に
更
に
追
加
附
加

一
税
を
賦
課
す
る

e

E

ご
を
承
認

L
、
其
他
の
事
項
に
闘
し
て
は
前
記
三
保
約
の
規
定
に
従
ひ
蕗
理
す
る
こ
正
。

川
本
協
定
後
五
年
以
内
に
輪
入
関
税
最
高
率
を
二
割
五
分
正

L
、
其
の
範
囲
内
に
於
工
支
那
は
自
由
に
税
率
を

定
的
得
る
新
関
税
制
度
を
各
国

t
協
定
す
る
唱
』
己
。
而
し
て
此
の
制
度
以
左
仁
掲
ぐ
る
ホ
の
期
間
耐
了
の
己
き

ま
T-H貝
施
す
る
こ
ピ
。

F
随
境
関
税
の
鞠
械
は
之
を
腐
止
す
る
・
』
Z
G

品
開
設
其
他
の
課
枕
に
闘
す
る
現
行
僚
約
の
規
定
は
、
本
協
定
の
日
よ
b
十
年
後
に
会
〈
之
を
厳
止
す
る
こ

M
M
o
j
 

支
那

ω閥
税
自
主
権
回
復
は
華
府
曾
議
に
於
て
も
列
闘
の
承
認
す
る
ご
一
巳
み
ご
な
ら
争
、
結
局
支
那
は
支
那
の

f 恨'.'c-ヘ J ぞかサf時~山時計百即刻Rー持榊憐鞠附時，'，""，'

乙
に
よ
れ
ば
、
支
那
の
要
求
す
る
ご
-
』
ろ
は
閥
税
自
主
構
の
郎
防
由
復
で
は
な
か
っ
た
。
巴
里
講
和
曾
識
に
提

出
せ
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
漸
進
的
で
は
ゐ
る
が
、
夫
れ
で
も
向
マ
ッ
ク

1
倹
約
以
上
に
闘
で
、
先
づ
麓
金
厳
止
を

保
件
正
せ
十
し

τ験
入
税
を
↓
一
割
二
分
五
厘
仁
引
上
げ
、
某
後
二
階
段
を
経
て
十
年
後
に
闘
枕
上
の
束
縛
を
兎

れ
、
自
主
徳
を
回
復
す
る
こ
ご
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

時

鴎

開
軸
特
別
曾
識
に
就
て

第
二
十
一
審

(
第
主
観

七
五
}

七

= 



h
i
i
 

時

論

(
第
五
甥

闘
措
特
別
合
識
に
就
て

第
二
十
一
審

七
六
)

七

回

欄
税
に
闘
す
る
保
約
に
規
定
す
る
正
ニ
ろ
の
も
の
を
以

τ満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し
嘗
時
支
那
金
権
は

「
本
曾
議
が
関
税
自
主
権
回
復
に
闘
す
る
支
那
の
要
求
を
以

τ
妥
嘗
な
b
E
せ
"
さ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
支
那
金
槌

が
阪
に
諸
君
に
報
告
せ
ら
れ
た
る
協
定
に
同
意
し
、
共
の
要
求
に
闘
し

τ譲
歩
す
る
こ
古
は
決
し
て
支
那
金
雄
の

意
思
で
な
ド
。
否
な
支
那
金
権
ピ
し

t
此
の
要
求
を
婚
家
総
て
の
奥
へ
ら
れ
た
る
機
曾
に
於

τ提
出
せ
ん
正
欲
す

る
旨
を
言
明
す
る
こ
正
は
、
其
の
嘗
然
の
義
務
で
あ
る
ご
信
宇
品
。
」
官
接
明
L
、
昨
年
十
二
周
九
日
列
園
が
支
那

政
府
に
畿
し
た
る
共
同
通
牒
に
劃
す
る
同
月
二
十
三
日
付
同
政
府
の
回
答
中
に
も
、

制
問
永
久
櫨
乎
た
る
基
礎
の
上
に
支
那
E
玄
邦
各
国
正
の
友
好
関
係
を
確
孟
せ
ん
正
す
る
希
望
に
よ
b
、
支
那
政

府
は
闘
係
列
闘
が
数
年
来
支
那
政
府
に
よ
b
て
各
極
の
園
際
曾
議
に
提
出
せ
ら
れ
た
る
闘
民
的
要
求
に
就
て
岡

情
あ
る
考
慮
を
奥
へ
ん
・
』
E
を
切
望
す
。

ぜ
一
式
ひ
、
去
る
六
月
支
那
に
圏
構
回
復
に
闘
す
る
困
民
的
運
動
後
生
す
る
に
及
び
、
輿
論
に
引
摺
ら
れ
て
不
平
等

保
約
改
正
hz
要
求
し
た
行
掛
上
、
支
那
政
府
正
し
て
は
、
調
内
策
正
し

τも
閥
税
特
別
曾
議
に
開
校
自
主
権
回
復

に
闘
し
提
案
せ
ね
ば
な
ら
必
破
日
正
な
っ
た
。
然
仁
最
近
支
那
よ
b-来
る
報
道
に
よ
れ
ば
、
支
那
政
府
は
関
税
自

正
雄
邸
時
回
復
を
主
張
せ
宇
、
漸
進
的
仁
関
税
仁
闘
す
る
不
卒
等
僚
約
の
束
縛
を
見
れ
、
或
る
階
段
を
経
て
自
主

権
回
復
を
闘
る
方
針
で
め
る
ゃ
う
で
あ
る
が
、
此

ω報
道
に
し
て
諜
な
〈
、
支
那
の
要
求
に
し
て
合
理
的
の
も
の

た
る
以
上
、
殺
園
ご
し

τは
事
情
の
許
す
限
り
同
情
を
以
て
支
那
の
提
案
を
討
議
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

!
4
I
l
l
l
 



関
税
自
主
構
回
復
問
題
に
闘
し
最
近
我
闘
に
於
て
論
議
せ
ら
る
、
ご
こ
ろ
を
見
る
に
、
施
時

τ少
数
な
る
一
部

の
人
は
関
税
自
主
権
回
復
の
暁
に
は
、
支
那
は
大
に
其
の
闘
税
を
引
上
げ
、
花
園
の
封
支
貿
易
に
致
命
的
打
撃
を

加
へ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
絶
封
に
之
を
承
認
す
吋
炉
ら

A
r
z
一
五
ひ
、
之
に
反
し
て
、
東
亜
研
究
曾
1
l少
〈
も
其

の
曾
員
の
主
な
る
部
分
ー
ー
は
、
支
那
図
民
の
熱
烈
な
る
要
求
仁
同
情
し
て
閥
税
自
主
機
を
此
際
直
ち
に
承
認

L
、
共
代
ム
リ
に
、
支
那
の
困
民
経
済
畿
迭
の
大
陪
磯
正
し
て
目
せ
ら
る
る
賞
金

1
1
7
ツ
ク

l
倹
約
締
結
嘗
時
に

比
ぶ
れ
ば
弊
害
は
減
じ
た
け
れ
ど
も
ー
ー
を
今
後
数
年
を
期
L
て
康
止
し
、
融
m
制
を
改
革
し
、
防
穀
令
並
(
他
天
然

資
源
の
関
畿
を
妨
「
る
障
壁
を
除
去
す
べ
き
こ
己
を
約
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
閥
税
自
主
槽
を
承
認
す
る
も
支
那

時

論

闘
揖
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
魯

{
第
五
都

七
七
)

七

五

間同市百円称。下問時職務瀬棚擦概爾部騎馬両一一

に
於

τ無
暗
に
閥
枕
を
引
上
「
る
こ
ご
な
か
る
べ
〈
、
而
し
て
支
那
に
し
て
右
の
諸
改
革
を
行
は
ん
か
、
支
那
の

産
業
大
に
器
展
し
て
、
之
に
伴
ふ
て
日
支
貿
易
も
偉
大
な
る
畿
這
を
途
戸
、
る
ぺ
〈
、
日
支
南
国
々
民
の
踊
一
祉
の
増

進
を
熔
来
す
る
で
あ
ら
う
。
関
税
自
主
植
回
復
の
如
き
深
〈
憂
ふ
る
に
足
ら
ぬ
、

己
主
張
し
っ
、
ゐ
る
の
で
あ

る
o 

惟
ふ
に
支
那
の
閥
殺
自
主
権
回
復
は
、
前
論
者
の
云
ム
が
如
(
、
経
済
上
回
よ
ら
我
闘
の
不
利
正
な
る
で
あ
ら

う
か
ら
、
車
に
利
害
問
題
正
し
て
翻
れ
ば
、
何
人
も
論
者
の
一
お
ふ

Z
こ
ろ
に
共
鳴
せ

g
る
を
得
な
い
。
け
れ

y」

も
、
正
義
の
見
地
よ
り
し

τ、
勝
北
叉
日
支
親
善
の
立
場
よ
b
L
て
、
永
久
に
支
那
の
闘
民
的
要
求
に
反
劃
す
る

こ
ご
が
呆
し

τ可
能
E
あ
ら
う
か
o

論
者
が
我
困
の
経
済
的
利
品
舗
の
み
に
囚
は
れ
て
、
大
勢
の
趨
(

E
こ
み
を
見



川

l
J
l
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時

前

胸
甜
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
魯
u

(

第
五
観

七
λ
}

七
一
六

る
の
明
な
き
を
悲

L
ま

g
る
を
得
な
い
。
き
れ
ば
ピ
て
、
晶
悼
の
論
者

ω如
{
、
数
年
を
期

L
て
、
賛
金
底
止
を
始

め
、
支
那
産
業
の
馳
制
連
を
妨
向
、
る
経
済
的
附
擬

ω撤
臨
閣
を
約
せ

L
む
る
の
み
に
て
、
此
際
直
ち
仁
閥
税
自
五
錨
回

復
を
承
認
せ
ん
Z
す
る
は
、
我
が
岡
町
通
の
消
長
産
業
の
盛
衰
に
至
大
な
る
閥
係
あ
る
問
題
を
俳
り
に
髄
々
に
取
扱

ふ
も
の
で
は
ゐ
る
ま
い
か
。

マ

グ

ケ

1
僚
約
に
於

τ
一
削
二
分
五
周
の
僚
件
ピ
す
る
賛
金
厳
止
を
閥
枕
自
主
権
凶
復
の
保
件
ご
す
る
の
嘗
一
台

は
暫
〈
叫
叩
き
、
賛
金
臨
調
止
の
難
易
に
つ

ντ
は
頗
る
議
論
の
ゐ
る
こ
ど
で
ゐ
る
が
、
後
の
論
者
は
臼
(
、
賞
金
廓

止
は
財
源
苫
へ
ゐ
れ
ば
容
易
の
業
で
あ
っ
て
、
支
那
が
閥
稔
自
主
催
を
回
復
L
閥
税
引
上
に
よ
ち
て
凶
庫
の
増
牧

を
得
る
以
上
財
源
の
乏
し
き
を
憂
へ
十
E
o
然
し
支
那
の
政
情
現
在
の
如
(
で
ゐ
る
以
上
、
財
源
が
あ
る
か
ら
ご

て
直
も
に
賛
金
底
止
の
容
易
な
る
を
設
〈
は
艦
卒
の
嫌
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
明
治
三
十
六
年
十
月
の
迫

加
日
支
通
商
航
海
傑
約
第
六
僚
に
於
て
約
す
る
融
市
制
改
革
を
今
日
に
至
る
ま
で
賀
行
せ
ま
る
支
那
を
し
て
、
闘
税

自
主
権
回
復

ω僚
件
ご
し
て
賛
金
腐
止
を
約
せ
L
h
u
る
に
は
徐
模
様
震
な
る
保
障
を
得
な
け
れ
ば
安
心
が
出
来

旧
制
。
幸
に
益
金
融
揖
止
は
行
は
る
、

E
L
て
も
、
賛
金
に
類
似
す
る
遁
遇
税
を
何
等
か
の
名
義
を
設
け
て
賦
課
す
る

虞
が
な
い
ー
で
あ
ら
う
か
。
従
っ
て
軽
々
に
閥
税
自
主
権
合
承
認
す
れ
ば
、
支
那
は
賛
金
廃
止
共
他
の
僚
件
を
履
行

す
る
ピ
こ
ろ
な
き
に
も
拘
は
ら
争
、
新
に
獲
た
る
自
十
ヱ
構
を
利
用
し

τ闘
税
を
引
上
げ
、
我
闘
の
謝
支
貿
易
に
致

命
的
打
撃
を
加
へ
る
奥
が
ゐ
る
。
論
者
が
日
支
親
善
を
云
ふ
は
善
L
、
然
れ
ど
も
之
が
潟
め
仁
、
我
闘
の
重
大
利

一山.....".~，."'
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骨
置
を
犠
牲
に
す
る
を
願
み
ざ
る
は
遺
憾
千
高
で
あ
る
。

然
ら
ば
支
那
よ
h
胸
税
自
主
擁
回
復
の
提
案
ゐ
る
場
合
に
、
之
に
劃
し
て
有
国
の
執
る
べ
き
態
度
合
如
何
に
す

ぺ
き
か
。
明
治
初
年
以
来
約
四
分
の
一
世
紀
開
園
権
回
復
の
翁
め
に
悪
戦
苦
闘
し

τ、
支
那
Z
同
じ
符
路
を
履
み

来
っ
た
の
み
な
ら
争
、
支
那
£
共
存
共
栄
の
間
柄
で
あ
る
我
園
Z
し

τは
、
支
那
の
闘
民
的
要
求
に
深
甚
な
る
岡

崎
を
一
本
し
、
開
校
自
主
権
回
復
な
る
目
的
の
達
成
に
劃

L
出
来
る
ど
り
の
俊
助
セ
奥
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
り
れ
ど

も
・
今
日
は
閥
枕
自
主
幡
回
復
を
承
認
す
る
に
遁
蛍
な
る
時
期
E
な
い
。
支
那
が
闘
枇
自
主
構
を
回
復
し
、
列
国

よ
h
岡
家
ら
し
き
待
遇
を
受
付
ん
こ
子
宮
望
む
な
ら
ば
、
須

ι〈
先
づ
内
政
の
整
制
金
岡
b
、
保
約
上
の
義
務
を

遂
行
す
る
能
カ
ゐ
る
政
府
ら
し
き
政
府
、
支
那
に
闘
す
る
九
図
像
約
第
一
僚
の
文
字
を
籍
b
τ
云
へ
ば
、
有
カ
且

安
固
な
る
政
府
を
樹
立
す
る
こ

E
が
先
決
問
題
で
あ
色
ね
ば
な
ら
向
。

之
は
な
の
一
家
言
で
な
い
。
最
近
駐
支
英
国
会
使
の
縛
め
に
倫
敦
に
於
て
閥
か
れ
た
途
別
曾
に
於
て
、
英
同
外

相
チ
且

y
d
l
レ
ン
は
「
支
那
が
自
ら
周
内
を
統
一
し
、
寅
カ
め
る
中
央
政
府
を
建
設
し
、
之
を
し
て
岡
際
保
約

上
の
義
務
履
行
の
衝
に
常
ら

L
む
る
に
至
ら
ば
、
英
闘
は
従
来
他
園
Z
共
に
支
那
に
於
て
享
受
し
た
る
特
殊
の
地

位
を
拠
棄
す
る
決
意
を
有
す
る
(
領
事
裁
判
権
撤
底
Z
共
に
開
校
自
主
権
問
復
を
承
認
す
べ
き
こ
正
を
意
味
す
)
正

一
五
ひ
、
支
那
に
於
て
不
平
等
僚
約
厳
棄
蓮
動
の
急
先
鋒
た
る
雷
般
の
如
き
も
「
日
英
雨
闘
の
如
き
は
不
卒
等
傑
約

臨
刷
業
運
動
仁
岡
怖
を
表
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
容
易
に
吾
人
の
要
求
を
容
認
せ
な
レ
ゃ
う
で
あ
る
。
故
に
吾
入
に

し
て
最
後
の
勝
利
を
得
ん
ぜ
欲
す
れ
ば
、
古
人
が
云
へ
る
が
如
〈
、
先
づ
内
を
安
ん
じ
然
る
後
外
に
向
は
ね
ば
な

ら
旧
制
。
吾
人
は
謝
外
的
に
亜
義
を
貫
徹
す
る
前
に
先
づ
園
内

ω統
一
内
政
の
整
頓
を
必
要
正
す
る
」
旨
を
高
調

L

時

論

闘
桔
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
一
審

(
第
五
腕

七
九
)

七

七
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時

論

醐
碕
特
別
合
識
に
就
て

第
ニ
十
一
審

(
第
五
雄

A
O』

1; 

〆l

た
o
具
に
然
h
o
支
那
に
於
け
る
有
力
且
安
固
な
る
政
府
の
樹
立
は
閥
稔
自
主
権
回
復
の
前
提
傑
件
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
必
が
、
賛
金
が
完
全
に
底
止
せ
ら
る
、
こ
芭
は
、
正
に
斯
か
る
政
府
が
樹
立
せ
ら
れ
た
こ
子
宮
詩
擁
立

τる

一
の
有
力
な
る
材
料
ご
な
る
で
あ
ら
う
。
明
治
三
十
六
年
十
月
の
追
加
日
支
通
商
航
海
僚
約
に
於
て
支
那
が
我
闘

に
約
す
る
貨
融
市
並
に
度
量
衡
制
度
の
改
革
の
行
は
る
、
如
き
も
亦
然
・

9zν
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
(
し
て
輩
金
底

止
、
貨
幣
度
量
衡
制
度
の
統
一
等
に
よ

h
て
誇
措
陣
立
て
ら
る
、
有
力
且
安
聞
な
る
政
府
の
樹
立
せ
ら
る
、
以
上
、

支
那
の
要
求
す
る
闘
枕
白
主
権
回
復
を
承
認
す
べ
き
は
事
現
の
営
然
で
ゐ
っ
て
、
我
園
の
利
害
を
云
刷
局
し
て
之
に

反
濁
す
べ
き
で
は
な
い
。
又
反
品
到
し
た
か
ら
ご
て
、
何
時
ま
で
も
支
那
の
周
民
的
要
求
を
抑
止
し
得
る
も
の
で
も

な
い
。或

は
臼
〈
、
英
国
政
府
は
附
加
枕
二
分
五
厘
の
上
に
真
に
一
分
五
厘
を
加
へ
四
分
ご
絡
事
ん
Z
す
る
意
締
を
有

L
、
米
岡
政
府
も
大
曲
同
様
の
考
を
有
っ
て
ゐ
る
ヨ
う
で
あ
る
が
、
幕
府
曾
議
に
於

τ附
加
校
二
分
五
犀
問
題
に

闘
し
て
、
我
闘
が
英
闘
に
引
摺
ら
れ
た
る
が
如
(
、
今
次
の
曾
議
に
於
て
又
も
や
英
闘
に
追
随
す
る
は
我
闘
の
大

な
る
不
利
で
あ
る
か
ら
、
寧
ゐ
進
ん
で
闘
枕
自
主
権
回
復
を
承
認
L
、
英
闘
に
先
手
を
打
つ
べ
き
で
あ
る
ご
。
然

し
現
行
関
税
五
分
に
四
分
を
増
し
て
九
分
、
之
に
抵
代
税
を
加
ふ
れ
ば
一
割
一
分
五
煙
芭
な
る
。
?
?
ゲ
!
保
約

は
鐙
金
摩
止
を
僚
件
ご
し
て
一
一
割
二
分
五
屈
を
承
認
す
る
に
過
ぎ

F
る
に
、
英
閣
は
賛
金
の
弊
害
を
存
置
し
乍

ら
、
関
税
を
僅
か
一
分
少
な
き
一
割
一
一
分
五
一
煙
ま
で
引
上
げ
ん
正
十
る
の
で
あ
る
か
ら
、
マ
ツ
グ

1
僚
約
の
精
紳

仁
照

L
不
合
理
な
る
提
議
正
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
に
岨
到
し
、
支
那
の
関
税
に
闘
す
る
僚
約
の
規
定
に
関
聯
し

て
支
那
よ
b
提
出
す
ぺ
き
要
求
の
合
理
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
正
を
我
園
芭
共
に
主
張
す
る
英
図
自
身
が
、
右



の
如
き
不
合
理
な
る
提
議
を
な
す
な
ら
ば
、
正
々
堂
々
之
に
反
費
す
ぺ
〈
、
而
し
て
他
に
色
艶
廊
策
な
き
に
あ
ら

f
c

る
こ
ご
は
上
述
の
通
b
で
ゐ
る
。
割
払
は
英
図
に
先
手
を
打
た
ん
が
潟
め
、
此
際
我
園
が
進
ん
で
関
税
自
主
楢
回

復
承
認
を
主
唱
す
る
の
可
な
る
所
以
を
知
ら
ぬ
。

或
は
叉
閥
税
特
別
曾
議
に
於
て
・
関
税
自
主
権
回
復
に
闘
す
る
支
那
園
民
の
熱
烈
な
る
要
求
を
無
視
す
る
に
於

て
は
曾
議
は
決
裂
し
、
支
那
に
於
て
排
日
運
動
は
再
び
猛
烈
ぜ
な
b
、
我
闘
に
大
な
る
感
影
響
を
及
ぼ
す
こ
芭
あ

る
を
憂
ふ
る
者
が
あ
る
。
論
者
の
云
ふ
が
如
〈
排
日
運
動
再
び
勃
脅
す
る
の
虞
あ
b
ピ
仮
定
し
、
排
日
に
伴
ふ
排

日
貨
が
我
闘
の
掛
支
貿
易
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
奥
ふ
る
こ
正
は
私
も
之
を
剣
る
。
げ
れ
ど
も
、
排
日
貨
よ
り
も

畏
る
べ
き
は
、
支
那
の
湖
心
を
買
は
ん
が
縛
め
無
単
備
に
関
税
自
主
権
回
復
を
承
認
す
る
ニ
E
に
あ
っ
て
、
其
の

結
果
我
闘
の
謝
支
貿
易
が
致
命
的
打
撃
を
蒙
る
で
あ
ら
う
ζ

Z
は
、
以
上
に
論
じ
た
通
h
で
あ
る
。

更
に
考
ふ
る
に
.
支
那
に
於
り
る
排
日
運
動
は
闘
枕
自
主
権
回
復
を
以
て
絡
結
す
る
も
の
で
は
な
い
o
今
後

領
事
裁
判
様
の
撤
康
、
大
正
四
年
の
日
支
僚
約
の
改

E
殊
に
放
大
港
附
其
他
不
平
等
傑
約
の
改
正
を
我
聞
に
迫
る

縛
め
に
、
今
後
麗
弐
直
哲
生
す
る
こ
ど
め
る
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
排
日
運
動
を
畏
る
、
論
者
は
其
の
後
生
を

防
止
す
る
絡
め
に
は
、
我
園
は
何
時
た
b

E
も
、
支
那
よ
b
提
議
じ
来
る
ぺ
き
一
切
の
不
平
等
僚
約
改
正
に
闘
す

る
交
渉
に
感
じ
、
此
等
僚
約
仁
よ
・

9τ
獲
得
し
た
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
直
も
に
支
那
に
還
附
せ
ね
ば
な
ら
自
記
す

る
か
o

然
ら
予
言
す
れ
ば
、
論
者
は
何
故
に
排
日
運
動
の
危
険
を
理
由
ご
し
て
、
国
早
に
閥
枕
自
主
機
回
復
の
邸
時

承
認
の
み
を
主
張
せ
ん
ど
す
る
か
。
私
は
遂
に
之
を
解
す
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
(
十
月
十
日
稿
了
)

時

論

刷
勤
特
別
合
議
に
就
て

第
二
十
二
軍

(
第
寛
揖

ノ、

七
一
九


